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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・連結子会社の名称 ネオック株式会社

北京愛眼眼鏡有限公司

② 非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称 有限会社ヤマモト眼鏡店

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、合計の総資産､ 

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書

類に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はあり

ません。

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・会社の名称 有限会社ヤマモト眼鏡店

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないためであ

ります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社２社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたって

は、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

　以外のもの 理し、売却原価は移動平均法により算定）によ

っております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

ロ. 棚卸資産 主として総平均法による原価法（連結貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）によっております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産 当社及び国内連結子会社は定率法によっており

　（リース資産を除く） ます。ただし、1998年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

は定額法によっております。

主な耐用年数

建物及び構築物　　　２～39年

在外連結子会社は定額法によっております。

ロ. 無形固定資産 自社利用のソフトウエアは、社内における利用

　（リース資産を除く） 可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

④ 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社の資産及び負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

⑤　収益及び費用の計上基準

・眼鏡小売

主に眼鏡小売店舗において商品の販売又はサービスを提供しており、顧客に

商品を引き渡した時点又はサービスを提供した時点で履行義務が充足される

ことから、当該時点で収益を認識しております。なお、他社が運営するカス

タマー・ロイヤリティ・プログラムについては、販売時の取引価格から付与

したポイント費用相当額を差し引いた金額で収益を認識しております。

・眼鏡卸売

主にフランチャイズ等への商品の販売を行っており、顧客に商品等を引き渡

した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しており

ます。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替

的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転される時ま

での期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
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２. 会計方針の変更に関する注記

　(1)（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又

はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る

と見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイ

ント費用相当額について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりました

が、ポイント費用相当額を差し引いた金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を

遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減

し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ32百万円減

少しております。なお、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失及び利益剰

余金の当期首残高に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表にお

いて「流動負債その他」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約

負債」として表示しております。

　(2)（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算

定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019

年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これに

よる連結計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

①有形固定資産 　3,053百万円

②無形固定資産  　  90百万円

③減損損失　　  　 236百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、原則として、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位としてグルーピングを行っております。減損の兆候があると認め

られる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの

総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定してお

ります。また、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共

用資産に減損の兆候が認められる場合には、共用資産が関連する資産グループ

に共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の要否を判定しており
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,684百万円

再評価を行った年月日 2002年３月31日

15百万円

ます。

判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損

失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額である正味売却価額ま

で減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。

減損損失の認識要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、

取締役会により承認された事業計画を基礎としておりますが、当該事業計画に

は販売施策による売上高の増加や費用削減施策によるコストダウンなどの業績

改善施策の効果を主要な仮定として織り込んでいることから、一定の補正を行

っております。また、正味売却価額は外部の評価専門家による不動産鑑定評価

等を基礎としております。

これらの業績改善施策の効果の予測は高い不確実性を伴い､将来キャッシュ･フ

ローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があり､また、回収可能価額の基礎

とした不動産評価等に下落が生じた場合には翌連結会計年度に係る連結計算書

類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

４. 追加情報

　（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

当社グループは固定資産の減損会計等について、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大による売上高の減少等の影響が2023年３月期まで続くものと仮定し、店舗の地

域性等を加味した上で会計上の見積りを行っております。

５. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、再評価に係る税効果相当額を再評価に係る繰延税金負

債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金

として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める方法により算出

６. 連結損益計算書に関する注記

　(1) 顧客との契約から生じる収益

　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載

しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「９. 収益認識に関する注

記　（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

(2) 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が

売上原価に含まれております。
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場所 用途 種類 金額

大阪府等 店舗及び広告設備 建物及び構築物 74

その他 ４

大阪府等 共 用 資 産 工具、器具及び備品 115

ソフトウエア 42

合計 236

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 21,076千株 －千株 －千株 21,076千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,668千株 ０千株 －千株 1,668千株

(3) 減損損失

当社グループは、減損損失を認識するにあたり、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として営業店舗、共用資産として本社設備等をグルーピングしております。

減損損失の認識に至った経緯として、昨今の競争激化等により店舗等の収益性が低

下しているため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（236百万円）として計上しております。

(内訳)                                                 (単位：百万円)

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により算定しており、重要性の高い

土地・建物については、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づき評価してお

ります。また、その他の土地については路線価による相続税評価額に基づき評価

し、その他の資産については、処分見込価額としております。

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取請求による増加

分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
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８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定し、

投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

外貨建ての現金及び預金については、為替の変動リスクに晒されております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

店舗等の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金は、預託先の信用リスクに晒されて

おります。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほぼ全てが６ヵ月以

内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されて

おります。

また、これらの営業債務及び未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒され

ております。

当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程等に従い、営業債権、敷金及び保証金について、各管理

部署が主要な相手先の状況を定期的にモニタリングし、相手先ごとに期日及び

残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減

を図るなどの方法により、信用リスクを管理しております。連結子会社につい

ても、当社の販売管理規程等に準じて、同様の管理を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての現金及び預金、営業債権、営業債務については、

定期的に換算差額を把握し各担当役員に報告、対応する体制を構築するなどの

方法により、為替の変動リスクを管理しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の

管理

当社グループは、営業債務、未払法人税等について、経理部が適時に資金繰り

計画を作成・更新する等の方法により、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因

を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変

動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については

次のとおりであります。
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連結貸借対照表
計 上 額

時　価 差　額

敷金及び保証金（※） 2,917 2,909 △7

資産計 2,917 2,909 △7

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

敷 金 及 び 保 証 金 － 2,909 － 2,909

なお、「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、

「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(単位：百万円)

※ １年内回収予定の敷金及び保証金を含めております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品　　　 (単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　 敷金及び保証金

これらの時価は、過去の実績等から返還予定時期を見積り、その将来キャッシュ・フ

ローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率により割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント

合計
眼鏡小売 眼鏡卸売 写真館

海外
眼鏡販売

売上高
顧客 との 契約 から　　　　　　　　
生じる収益

13,221 412 48 122 13,804

外部顧客への売上高 13,221 412 48 122 13,804

当連結会計年度(期首)
( 2 0 2 1年４月１日時点)

当連結会計年度(期末)
(2 0 2 2年３月31日時点)

顧客との契約から生じた債権 694 714

契 約 負 債 299 289

(1) １株当たり純資産額 665円72銭

(2) １株当たり当期純損失 35円59銭

９．収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

（2）収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本　　

となる重要な事項に関する注記 （4）会計方針に関する事項 ⑤収益及び費用の計

上基準」に記載のとおりです。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

(単位：百万円)

当連結会計年度において認識された収益のうち、期首時点で契約負債に含まれ

ていた金額に重要なものはありません。また、当連結会計年度において、過去

の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した収益の額に重

要な金額はありません。なお、契約負債の残高に重要な変動はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はあ

りません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい

ない重要な金額はありません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法によっております。

② その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

　以外のもの し、売却原価は移動平均法により算定）によって

おります。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

③ 棚卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法によっております。ただし、1998年４月

　（リース資産を除く） １日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物は定額法によっております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　　　２～39年

② 無形固定資産 自社利用のソフトウエアは、社内における利用可

　（リース資産を除く） 能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生

債権等については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

(4)　収益及び費用の計上基準

 ・眼鏡小売

主に眼鏡小売店舗において商品の販売又はサービスを提供しており、顧客に

商品を引き渡した時点又はサービスを提供した時点で履行義務が充足される

ことから、当該時点で収益を認識しております。なお、他社が運営するカス

タマー・ロイヤリティ・プログラムについては、販売時の取引価格から付与

したポイント費用相当額を差し引いた金額で収益を認識しております。
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 ・眼鏡卸売

主にフランチャイズ等への商品の販売を行っており、顧客に商品等を引き渡

した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しており

ます。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替

的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転される時ま

での期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

　(1)（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサ

ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイ

ント費用相当額について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりました

が、ポイント費用相当額を差し引いた金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及

適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期

首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ32百万円減少し

ております。なお、営業損失、経常損失、税引前当期純損失及び利益剰余金の当期

首残高に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において表示

しておりました「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しておりま

す。

　(2)（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計

基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月

４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる計算

書類への影響はありません。
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３. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

①有形固定資産 　3,034百万円

②無形固定資産  　  90百万円

③減損損失　　  　 236百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、原則として、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の

単位としてグルーピングを行っております。減損の兆候があると認められる場

合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。

また、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に

減損の兆候が認められる場合には、共用資産が関連する資産グループに共用資

産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の要否を判定しております。

判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損

失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額である正味売却価額ま

で減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。

減損損失の認識要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、

取締役会により承認された事業計画を基礎としておりますが、当該事業計画に

は販売施策による売上高の増加や費用削減施策によるコストダウンなどの業績

改善施策の効果を主要な仮定として織り込んでいることから、一定の補正を行

っております。また、正味売却価額は外部の評価専門家による不動産鑑定評価

等を基礎としております。

これらの業績改善施策の効果の予測は高い不確実性を伴い､将来キャッシュ･フ

ローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があり､また、回収可能価額の基礎

とした不動産評価等に下落が生じた場合には翌事業年度に係る計算書類におい

て認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

４. 追加情報

　（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

当社は固定資産の減損会計等について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

る売上高の減少等の影響が2023年３月期まで続くものと仮定し、店舗の地域性等を

加味した上で会計上の見積りを行っております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,575百万円

再評価を行った年月日 2002年３月31日

短期金銭債権 ７百万円

① 売上高 70百万円

② 営業取引以外の取引高 30百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,668千株 ０千株 －千株 1,668千株

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、再評価に係る税効果相当額を再評価に係る繰延税金負

債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金

として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める方法により算出

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

６. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取請求による増加

分であります。
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繰延税金資産

貸倒引当金 ０百万円

役員退職慰労金 33百万円

未払事業税 20百万円

商品評価損 16百万円

少額減価償却資産 ２百万円

減損損失 323百万円

投資有価証券評価損 12百万円

資産除去債務 96百万円

繰越欠損金 942百万円

その他 29百万円

繰延税金資産小計 1,478百万円

評価性引当額 △1,478百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債

その他 △40百万円

繰延税金負債合計 △40百万円

繰延税金負債の純額 △40百万円

(1) １株当たり純資産額 662円26銭

(2) １株当たり当期純損失 36円50銭

８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための情報は、連結注記表「９.収益認識に

関する注記」に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。

10. 関連当事者との取引に関する注記

重要な事項はありません。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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